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１.個別事項 

（１）歯科医師需給問題について 

１．文部科学省は、平成19年 1月 30日に「国公私立大学歯学部長会議」を開催。 

 

２．文部科学省は、同年 2 月～3 月、歯科医師需給問題に対応するため、各大学へのヒアリ

ングを目的に「歯学部定員の在り方に関する意見交換会」を実施。 

 

３．平成19年度第 1回理事会（H19.5.25）において、安井専務理事より、前記「歯学部定員

の在り方に関する意見交換会」の状況について各大学から情報提供いただいた内容を取り

まとめた資料（別記１）を説明後、本協会の対応について意見交換が行われた。 

 

４．平成19年 11 月 15 日 「歯科保健医療の充実に向けて（自由民主党社会保障制度調査会

医療委員会歯科診療に関するプロジェクトチーム 中間とりまとめ)」が公表された。 

（別記２） 

 

５．平成19年度第 4回理事会（H19.11.27）において、前記「歯科保健医療の充実に向けて

（自由民主党社会保障制度調査会医療委員会歯科診療に関するプロジェクトチーム 中間

とりまとめ」における、① 歯科医師国家試験の合格基準引き上げ、② 入学定員の10％削

減、③ 歯科大学・歯学部の再編・統合等について意見交換が行われ、文部科学省主催の「平

成 19 年度国公私立歯学部長・歯学部附属病院長会議（H20.1.29）」の状況等を踏まえ協議

することとした。 

 

６．文部科学省は、平成20年 1月 29日に「平成19年度国公私立歯学部長・歯学部附属病院

長会議」を開催。 

 

７．平成19年度第 5回理事会（H20.2.27）において、小出監事から「現在当協会が自主規制

により実施している募集人員削減の前提条件の一つとしてあげられている高齢歯科医の保

険医辞退」についての経緯説明後、瀬戸理事から資料「予測モデル作成方法」によるシミ

ュレーションの結果について詳細説明後、意見交換が行われ、今後は理事会および専務理

事の下に設置する歯科医師需給問題に関する検討委員会でこの問題を検討していくことと

した。 
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Ⅰ 事 業 報 告



文部科学省「歯学部定員の在り方に関する意見交換会」のまとめ 

 
１．経緯： 

平成 19 年 1 月 30 日に開催された文部科学省の全国歯科大学学長・歯学部長

会議において、高等教育局医学教育課から各大学に対して個別に話を聞きたい

との申し出があった。同年 2 月から 3 月末までに新潟大学歯学部と徳島大学歯

学部を除く 27 国公私立大学が意見交換を行った。意見交換会の名称は「歯学部

定員の在り方に関する意見交換会」であった。 
（社）日本私立歯科大学協会は、事前に会長と専務が担当官と面談し「本協会

加盟各校との面談においては、内容的には意見交換とし、具体的な定員の削減

に関する等、いわゆるセカンドステージにかかる内容は協会として対応する」

旨の申し出を行った。 
そのため、協会として各加盟大学から意見交換会の内容を提出頂いたうえで

総括し、次のセカンドステージへの対策を図ることとした。 
 
２．意見内容：文部科学省からの主たる質問 

事前提出内容である「定員削減に対する考え方」「入学定員削減に関する方針」

「削減した場合の影響」「削減に向けての検討課題」「その他歯科医学教育等に

関する意見等」については省略。各大学から文科省に向けての要望も省略。 

（１）教育理念・教育目標 
（２）歯科医師国家試験の状況 
（３）学生出身地 
（４）医師・歯科医師子弟割合 
（５）女子学生比率 
（６）学年別在籍者数 
（７）留年 
（８）共用試験の成果・利用方法 
（９）歯科医師臨床研修 
（10）ＦＤ 

（11）付属病院患者数 

（12）地域歯科医師の過不足 

（13）歯科医師会の意見 

（14）卒業生の意見 

（15）入学定員を減らすことは可能か 

（16）歯科医師数削減に対する国家試験と入学定員との関係 

その他、個別事項 
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歯科保健医療の充実に向けて 

自由民主党社会保障制度調査会医療委員会 

歯科診療に関するプロジェクトチーム 中間とりまとめ 

平成１９年１１月１５日 

本格的な少子高齢社会を迎え、健康で豊かな生活を営む上で、歯

の健康は、一層重要となっている。他方、歯科医療を取り巻く環境

は、たいへん厳しくなっており、良質で、安全・安心の歯科医療を

提供するためには、歯科保健医療の充実と歯科医師の資質向上が必

要である。 

歯科ＰＴにおいては、これまで、歯科保健医療の現状と諸課題に

ついて、４回の議論を重ねてきたが、今後、取り組むべき項目につ

いて、下記のとおりとりまとめた。 

 

国民が安心して納得できる歯科医療を享受できるよう、質の高い

歯科医療サービスをより効率的かつ適切に提供することは重要であ

る。 

しかしながら、平成１８年度の歯科医療費は、実質で前年度比マ

イナス３.９％となり、歯科医療機関の環境を整備することが喫緊の

課題である。このため、次回の診療報酬改定において改善を図ると

ともに、特に、下記の項目について、重点的に対応すべきである。 

（１）歯科医療に関する技術の進展や、保険医療における歯科の

別記２

 2

位置づけの重要性を踏まえ、診療報酬等の面からも適正な技

術評価を行うべきである。 

（２）後期高齢者の歯科医療については、在宅患者の治療と継続   

的な口腔管理を重点的に評価すべきである。 

（３）歯科医療機関が患者に提供する診療情報については、診療

報酬上の算定要件を見直し、症状に変化がない場合や指導方

法に変更がない場合には不要とするなど、真に有効で必要と

考えられる場合に提供するものとし、文書提供に伴う歯科医

療機関の事務負担を軽減すべきである。 

 

歯科医師の需給対策については、平成１８年の文部科学・厚生労

働両大臣による確認書を踏まえ、新規参入の削減に向け下記の取組

が必要である。

（１）本来、新規参入歯科医師の削減は歯科大学・歯学部の入学

定員の削減により行うべきであり、まず、平成１０年の歯科

医師の需給に関する検討会報告書（厚生省）等における目標

である１０％の削減を早期に実施する。

（２）これに併せて、歯科医師の資質向上の観点からも、歯科医

師国家試験の合格基準を引き上げる。

（３）歯科医療をとりまく状況に対応し、改めて政府において歯

科医師の適正な需給を示した上で、歯科大学・歯学部の再編・

統合を含め、さらなる新規参入歯科医師の大幅な削減対策に

 3

努める。

（４）なお、平成１８年度から必修化された歯科医師臨床研修に

ついては、歯科医師の資質向上に大きく寄与するものであり、

需給対策との関連も含め、制度の見直し、充実に向けて検討

を行う。また、歯科医師の活動分野について医師との役割分

担の在り方も含め検討する。

 ８０２０運動は、国民に広く浸透し、８０２０達成者の増加等、

大きな成果を上げている。全身の健康の維持・増進の点からも、下

記の歯科保健対策を進めていく必要がある。

（１）８０２０運動推進特別事業は、地域における保健対策推進

の中核的役割を担っており、地域の保健医療関係者からも高

く評価されており、今後とも継続して実施する。

 （２）さらに、食育や、生活習慣病対策との連携を進める観点か

ら新健康フロンティア戦略における「歯の健康力」を推進す

る。

また、後期高齢者等への在宅医療・介護への対応を進める

ため、これに対応できる歯科医師等を養成する。

 4

 

 

第１回 ３月７日   議題：歯科保健医療の現状と課題 

   

第２回 ３月２３日  議題：歯科医療の現状 

   

第３回 ５月１６日  議題：高齢者歯科医療について 

   

第４回 ６月１４日  議題：口腔管理と介護予防そして後期

高齢者医療の展開について 

 

 第５回 １１月１５日 議題：中間とりまとめ（案）について 
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（２）歯科医師国家試験について 

１．平成19年度第 1回理事会（H19.5.25）において、安井専務理事より、第100回歯科医師

国家試験の結果について厚生労働省公表資料に基づき説明後、意見交換が行われた。 

 
２．平成19年度第 3回理事会（H19.9.27）において、金子副会長より、厚生労働省の「歯科

医師国家試験制度改善検討部会」の検討状況等について説明後、意見交換が行われた。 
 
３．平成 19年 12月 26 日 厚生労働省は、「歯科医師国家試験制度改善検討部会報告書」を

公表。（別記３） 
 
４．平成20年 2月 9日～10日 「第 101回歯科医師国家試験」実施 
 
５．平成 19 年度第 5 回理事会（H20.2.27）において、安井専務理事より、前記「歯科医師

国家試験制度改善検討部会報告書」および「第 101 回歯科医師国家試験事後アンケート回

答についての概要」（別記４）を説明後、意見交換が行われ、今後これらについて教育・研

究部会で検討することが了承された。 
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 1 

第１０１回歯科医師国家試験事後アンケート回答についての概要 

 
＜Ａ大学＞  

  必修問題 

今回の第 101 回歯科医師国家試験の必修問題では、全体での正答率が 80％後半に達 

するものと予想され、必修問題に相応しい良問が多かったように思います。必修問題の

正答率は年度によってかなりのバラツキがあり、特に前回の必修問題の正答率は 80％

前半であり、多くの受験生が必修問題のみで不合格になったと聞いております。また、

前回の国家試験では 7 問の問題が部分的な削除問題（不正確な場合のみ削除として扱

う）として取り扱われ、理論上は 15 問不正解でも合格となる可能性がありました。今

後も必修問題の難易度に年度ごとのバラツキが生じるようでしたら、必修問題にも相対

評価を導入することを検討する必要があるかと思います。 

また、受験生の立場から言いますと、必修問題がどの問題であるかが表示されていた 

方が良いように思います。 

  一般問題 

   以下に一般問題として、適切でないと指摘されたものを示します。 

  A-37：口腔前癌病変を問う問題で、正答は E で問題はないのですが、第 93 回国家試験 

       E-48 の問題で Plummer-Vinson 症候群において前癌病変になりやすいことを選 

       ぶ問題が出題されており、C も正解として選べるものと考えます。 

  A-57：感染によって増加する血清タンパク質を問う問題で正答は E ですが、内科の領 

       域では、急性炎症ではα1 グロブリンとα2 グロブリンが、慢性炎症ではγグロ 

       ブリンが増加するとされており、複数回答の可能性があります。 

  臨床実地問題 

   実際に臨床実習を経験しないと分からない治療手順や診断の根拠に関する問題が 

  増えていることは評価できます。しかし、卒前教育の範囲を超えた難易度の高い問題 

  も散見されます。 

                                         

＜Ｂ大学＞  

  １．合格基準について 

歯科医師国家試験は資格試験である。この 3 年間の歯科医師国家試験の合格基準を 

みると、第 98 回では一般問題が 64.5％、臨床実地問題が 66.0％、第 99 回では一般問

題が 69.9％、臨床実地問題が 70.4％、第 100 回では一般問題が 64.1％、臨床実地問題

が 57.7％であり、資格試験である歯科医師国家試験において受験する年度によってこ

のように大きな差が生じること自体、公平性を欠くものであり、問題の難易度を適正化

し絶対的評価とすべきである。相対的評価とする場合においても、基準を明確にし公表

するとともに適正に運用すべきである。 

別記４
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禁忌肢問題は受験生に恐怖心を与えるだけであり、平常心で受験できない同問題は資 

格試験である歯科医師国家試験には不適である。 

  ２．出題形式について 

第 99 回および第 100 回歯科医師国家試験では必修問題 50 問が A 問題の前半に固ま 

っていたが、今年度は A 問題と B 問題に分散されていた。また一般問題においても今年

度は基礎系の問題と臨床系の問題がA問題とB問題に分散しアトランダムに出題されて

いた。さらに臨床実地問題でも今年度は昨年までのように発育異常、歯・歯髄、咀嚼障

害、咬合異常、顎・口腔といった領域で分けられることなくアトランダムに出題されて

いた。このように受験年度によって出題形式が異なることは、いたずらに受験生を混乱

させるものであり統一を図るとともに変更する場合には事前に通達すべきである。 

                                                             

＜Ｃ大学＞  

歯科医師国家試験の分析については、毎年試験終了後、受験した学生を集め、自己採 

点を行い、成績分布、問題の領域等について行っているところです。 

第 101 回歯科医師国家試験の成績結果が発表されていませんので、詳細はわかりま 

せんが、本学学生による自己採点の分析から、出題分野毎の難易度に本年もバラつきが

あった様に思われます。また、合格基準点が第 100 回と第 99 回とでは、臨床実地問題

では、約 13 点、一般問題では約 6 点の差異があることからも問題の難易度についても

検討の余地があるものと考えます。 

各大学は、歯学教育モデルコアカリキュラムを基本に学生教育を行っており、学生 

は共用試験 CBT・OSCE を経て国家試験を受験します。共用試験と国家試験の整合性を図

る必要があると考えます。 

歯科医師国家試験は、資格試験であることから相対評価の方法を用いることは、歯科

医師を志す学生のモチベーションを下げるだけではなく、歯科医学の将来にとってマイ

ナスとなることは議論の余地はないところと考えます。また、合格者の人数調整が行わ

れているのではないかとの意見も出ています。国の施策として歯科大学・歯学部を新設

して歯科医師を増やしてきた経緯からも、関係各所のコンセンサスを得た上で新規参入

歯科医師数については改めて議論する必要があると考えます。 

                                                             

＜Ｄ大学＞  

一昨年の 12 月に厚生労働省医政局歯科保健課から「今後の歯科保健医療と歯科医師 

の資質向上等に関する検討会中間報告書（概要）が公表されました。その内容は「新規

参入歯科医師数を約 1,200 人程度とする必要がある。この人数は、平成 18 年度の歯学

部の募集人員2,667人、平成18年の国家試験合格者数2,673人のいずれに対しても45％

に相当する。」（原文）という衝撃的な一文が含まれ、文部科学大臣と厚生労働大臣と

の連名による同年 8 月 31 日付“確認書”で示された二項目、すなわち 1）歯学部定員

の削減、2）歯科医師国家試験合格基準の引き上げ、を肯定するものでした。 
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この具体的な数値を挙げた指針については、情熱と期待をもって日々学習に務める全 

国の歯学部生のみならず、国民の期待に応える優れた歯科医師の育成に心血を注ぐ歯科

大学・大学歯学部にとっては、素直に納得致しかねる“流れ”であることに異論はない

と考えます。 

また、この報告書では、“横ばい傾向にある患者総数と歯科医師数の増加に基づく歯 

科医師過剰感の増大は、専門職としての魅力を低下させ、さらには歯学部入学者の質の

低下、臨床実習・臨床研修における患者確保の困難さ、未熟な歯科医師の開業等を引き

起こし、その結果として、歯科医療に対する患者の満足度が低下する。”という予測的

見解を述べ、これら問題の改善方法として、“歯学部定員の削減と国試合格基準の引き

上げは必要であり、国民が望む歯科医師の資質向上に寄与する。”としています。 

しかし、歯科医師の資質向上に際し、歯学部への入学志望者と卒業生を対象とする方 

略のみによって図ることは、“国民への医療の質の担保”を謳っていながら、その妥当

性・公平性・客観性の点で、明らかに適正とはいえません。 

以上より、“国民の期待に応える歯科医師に必要な基本的能力”に対する総括的評価 

である歯科医師国家試験は、到達目標（合否レベル）が明確化された、厳然たる資格獲

得試験であるべきであり、合格発表後でなければ「到達目標が確定しない」という現状

は、次世代の歯科医師を担ってゆく人材評価法としては不当と考えます。 

また、国民が願う“質の担保された歯科医師養成”のためにも、厚生労働省は必修問 

題・禁忌肢・領域における基準点等を開示し、卒前教育の改善・向上を促す責務がある

と考えます。 

                                                             

＜Ｅ大学＞  

資格試験としての観点からすると、問題として不適切と考えられるものが多くあり、 

とくに以下の 5 問は削除すべきである。 

A 43：最近の研究で明らかになったことであり、教科書に記載されておらず国家試 

        験問題としては不適切である。 

A127：歯科の臨床的事項を理解するのに必要な内容の範囲を超えており、国家試験問 

        題としてマニアック過ぎる。また、基底線条自体は水の再吸収をせず、不適切

である。 

B112：技術としてのろう付けではなく、ろう付け用合金の金属組織を問うており、出 

        題基準の範囲を超えたマニアックな問題である。また、金属組織は性質とはい

えない。 

C 16：Frankel 装置は卒後レベルといえる。同様な症例をクワドへリックスと切歯斜面

板との組合せで治療している現状もある。国家試験問題としては不適切である。 

D 15：a が本来の目的であり、他のものは写真から明確とはいえず、国家試験問題とし 

       て不適切である。 
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＜Ｆ大学＞  

資格試験である歯科医師国家試験が、これまでと同様に恣意的な相対評価の試験で行

われ、6 年間の歯学教育の成果が否定されるようなことは、決してあってはならないこ

とであると強く懸念を抱くと同時に、相対評価による合格基準の変動に伴い、歯学教育

の最終仕上げの重要な時期が、国家試験対策の名のもと、学生への過度な負担を強いて

いる現状は看過できないと考え、早期に是正されることを望む。 

私立歯科大学としての教育責任上の観点からも歯科医師国家試験の合否基準を事前

に明示されること、並びに歯科医師国家試験が歯科医師需給調整に利用されないことを

引き続き強く求めるものである。 

                                         

＜Ｇ大学＞  

１．歯科医師国家試験は、本来、資格試験であるので、相対評価でなく、一定の水準に 

到達していれば合格とすべきである。そのため、事前に合格点は公表すべきである。

相対評価は受験生にとって大きなストレスになる。 

２．問題数を多くすべきである。 

年々、履修すべき歯科医学知識が増えているにも係らず、国家試験の問題数が毎年 

同じなのは疑問がある。たまたま、勉強したところが、出題された人が合格する可

能性がある。また、反対の場合も考えられる。問題数を多くすればこのようなこと

はおきない。 

３．歯科医師数の調整を国家試験で行うのは適切でない。入学定員の削減などで調整す 

べきである。しかし、入学定員で調整をすると、大学の経営にひびくので、入学定

員を削減した大学には、ある一定期間、国に補助金をだすように要請する。 

４．歯科医師会主導で歯科医師数の削減を考慮しているが、そうであれば現存の歯科医 

師数についても、削減の方法を考慮すべきである。歯科医師の保険医辞退の年齢を

設けるなどについて考えるべきである。 

５．今回、臨床実地試験が科目毎に出題されず、バラバラであり学生がとまどった。 

６．問題の中に、解答に苦慮するものが散見された。国家試験レベルでは難問であり、 

不適当な問題もあった。 

７．試験問題の中に占める微生物学の問題が少ない。 

                                         

＜Ｈ大学＞  

そもそもこの試験制度は、歯科医師たる資格を得るための資格試験として長らく位置 

づけられてまいりました。それが近年になって選抜試験化へと変質しつつありますのは

誠に残念なことであり、これが各方面への影響は計り知れないものがあるものと存じて

おります。すなわち、歯科大学・歯学部における教育指導を歪めるばかりか、歯学教育

の仕上げの部分である臨床実習へも影を落としてきているといえます。 

その点に関して、本協会では長年にわたって諸先輩によって、“本試験制度は資格試
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験である”、旨の主張をし続けてこられました。ところが、本協会の主張は今日まで厚

生労働省に省みられることなく、経過してまいりました。そして、今また平成 18 年度

における文部科学大臣および厚生労働大臣による確認書ならびに日本歯科医師会から

の歯科医師需給に対する要請を根拠として、さらなる歯科大学・歯学部への定員削減の

動きも加わって大学へのなお一層の締め付けとなってきております。後者に関しても、

本協会は私学経営上から到底受け入れられないものであるとし、国立大学から率先して

大幅な定員削減をすべきとの主張をしてこられました。 

このように、大学への入口、そして出口の両方での国家管理ともいえるやり方につい

ては、これまでに歯学教育を担ってきた貴重な実績に基づき引き継いて堂々と主張して

いただきたく存じます。すなわち、我が国における歯科医師養成について、その 70％

以上を私立歯科大学・歯学部が貢献してきた結果はきわめて大きく、重たいものがあり

ます。そのような実績にもかかわらず、今考えられている国の 2 大施策はこれまでの私

学がそれぞれの建学の精神に基づいて進めてきた、血のにじむような努力を踏みにじる

行為であるといえます。断固としてひるむことなく、従来からの主張を粘り強く展開し

ていただきたいものと存じております。本協会は、折角に社団法人格を有している点も

合わせて最大限に活用していただきたく思います。 

今、日本における大学への進学状況が大きく曲がり角にきていて、18 歳人口の減少

による影響で大学全入時代となっております。各私立歯科大学・歯学部はこの難局に対

してそれぞれ必死で立ち向かっている最中であります。一方で、歯科医師国家試験につ

いてもそのあるべき姿を是非に追求して下さるよう、重ねてお願い申し上げます。 

                                         

＜Ｉ大学＞  

歯科医師国家試験のあり方についての意見 

○ 資格試験であるにもかかわらず年度により合格率が異なるのは恣意的なものを感

じる。試験問題の標準的なレベルと合格ラインが示されるべきである。 

  ○ 歯科医師数を国家試験の合格数でコントロールしようとするのは、受験者や教育

担当者にとって非常に酷である。文部科学省と厚生労働省の担当者が連携をとり

入学定員等を見直すべきである。 

  ○ 歯科医師国家試験は、資格試験である。すなわち歯科医師免許取得に値する能力

を有するか否かを判定するのが本国家試験であり、判定には当然のことながらあ

る一定レベルの基準が存在することになる。年度により受験者には能力レベルの

差が存在するわけで、従って、毎年合格率は増減するはずである。しかし、毎年

の合格率がほぼ一定というのは、明らかに判定基準に意図的変更がなされている

ことを意味しており不当行為である。さらに歯科医師国家試験の合格者を減少さ

せることは、歯科医師の職業としての魅力を減衰させるものであり、むしろ逆に

歯科医師の質の低下を招くことになる。一日でも早く適正な国家試験を実施され

ることを切望する。 
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第 101 回歯科医師国家試験問題についての意見 

  ○ 解答に疑問がでるような不適切な問題が見受けられると同時に、問題にブラッシ

ュアップがされていないような問題が出題されている。出題担当者は出題にあた

り充分な配慮が望まれる。 

  ○ 一般的な用語でない解剖学的名称などや日本語表記と英語表記のばらつきが目立

ちブラッシュアップ不足の問題が見受けられた。 

  ○ 問題の出題順序が統一されておらず、受験者を困惑させていると思われる。 

    出題分野（領域）ごとにまとめて出題すべきである。 

  ○ 臨床領域問題では、臨床的にはほとんど行われないような治療法が選択肢の正答

になっているものが見受けられた。現実とは乖離した試験のための試験問題であ

り、改善が望まれる。 

  ○ 正答率の高い問題は除外するという噂があるが、歯科医師として必要な事項の確

認として出題しているので、正答率が高くても評価すべきである。 

  ○ 受験者を困惑させたり、正解率を引き下げるために意識的に作成された選択肢を

有する問題が見受けられた。この傾向は一般問題、臨床実地問題にみられた。本

来、資格試験である歯科医師国家試験に、このような傾向が強まることは好まし

くないと考える。歯科医師国家試験としては受験者に  First Choice を問う問

題内容であるべきと考える。 

 

 

以 上    
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（３）歯科医師臨床研修について 

１．平成19年度第 1回理事会（H19.5.25）において、 

①検討事案「歯科医師臨床研修事業に係わる歳入歳出予算書・決算書（見込書）抄本の記

載項目」について資料により柬理病院部会長・金子経営部会長からの説明と意見交換後、

今後の対応等が協議され、中原会長から補助金の増額および対象経費の是正要求には「数

字による資料」が求められるので、 

○ 各大学から都道府県知事に提出済の「平成 18 年度歯科医師臨床研修事業に係る歳

入歳出決算書」のコピーを事務局まで送付いただきたいこと 

○ これをもとに平成19年 6月 27日開催の病院部会・経営部会で検討・協議すること 

○ 要求の内容、日程等については、病院部会・経営部会に一任すること 

との発言があり、了承された。 

②歯科医師臨床研修のマッチングについて、中原会長より「マッチング協議会運営委員会」

の概要（施設から手数料として新規に 1 人あたり 3,150 円を徴収すること）が報告され

た。 

 ③柬理病院部会長より、「歯科医師臨床研修（平成9年度～平成 17年度）に関する調査」

について、協力を依頼した。 

（調査依頼および調査結果については、別記５、別記６参照） 

 

２．平成19年度第 2回理事会（H19.6.27）において、柬理病院部会長より 

①「平成18年度歯科医師臨床研修事業に係る歳入歳出決算書抄本」に関して各大学の状況

について資料により説明があり、今後の対応等が協議され、抄本の「収入の部」ならび

に「支出の部」の記載項目について、経営部会と共に検討することを了承した。 

②平成20年度・歯科医師臨床研修管理型施設における臨床研修参加希望者のための面接・

説明会等の予定表を作成することとして、7月上旬を目途に協会事務局にて取りまとめる。 

旨の報告があり、了承した。 （取りまとめた同予定表は、別記７参照） 

③平成19年度 全国歯科大学・歯学部附属病院長会議（7月 13日・鶴見大学）における 

本協会病院部会からの話題提供について、 

○「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン（2002 年 7月・厚生労働省通達）の 

再確認 

○ 歯科医師臨床研修指導歯科医の保険医取り消し処分に関する手続き 

等についての報告を日本歯科大学附属病院 住友雅人病院長に依頼したとの報告があり、

了承した。 
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３．平成19年度第 3回理事会（H19.9.27）において、柬理病院部会長より 

①平成 19 年度途中で、「臨床研修の実施に関する必要な施設」としての要件に適合しなく

なった事例（4件） 

②平成 19年度修了登録証交付状況 

③第 4回歯科医師臨床研修推進検討会（厚生労働省）の開催（H19.10.2） 

について報告・説明があり、了承した。 

 

４．平成 19年度第 4回理事会（H19.5.25）において、柬理病院部会長より「平成 19年度臨

床研修費等補助金（歯科医師）交付申請書（案）について（依頼）」＝各都道府県歯科医師

臨床研修費補助事業担当者宛の平成19年11月15日付厚生労働省医政局歯科保健課事務連

絡（別記８）についての説明、および ① 基準額における厚生労働大臣が必要と認めた額、

② 実地調査、③ 臨床研修受入状況調査についての状況報告等があり、了承した。 

 

５．平成19年度第 5回理事会（H20.2.27）において、柬理病院部会長より、臨床研修費等補

助金（歯科医師）について（別記９）説明があり、了承した。 
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平成１９年５月１８日 
 
 
 
 
 

                              社団法人 日本私立歯科大学協会 
                                病院部会長 柬 理 十三雄  

 

歯科医師臨床研修に関する調査について（お願い） 

 
謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、平成１８年度から歯科医師臨床研修が必修化され、各大学とも多くの問題や課題

を抱え、同制度運営にご腐心されていることと拝察いたします。 

このたび病院部会長として、「歯科医師臨床研修の必修化への対応」というテーマで協

会設立３０周年記念誌への寄稿の依頼を受け、改めて同制度の経緯や概要等について調べ、

整理しておりましたところ、いわゆる努力義務規定により臨床研修を実施しておりました

平成９年度から平成１７年度までの臨床研修歯科医数等の実績については、厚生労働省お

よび関係機関に照会をいたしましたが、記録がなく、データが得られませんでした。 

そこで、歯科医師臨床研修制度に対する私立歯科大学・歯学部の協力の実績を明確に記

録に残しておくため、標記調査にご協力いただきたく、お願い申し上げる次第です。 

学務ご繁忙の折、まことに恐縮に存じますが、別紙調査票にご記入のうえ、６月４日（月）

までに協会事務局へＦＡＸにてご回答くださいますようお願い申し上げます。 

敬 白  
 

 

 

 

 

 

 

社団法人 日本私立歯科大学協会 
事 務 局 

ＴＥＬ  0 3 - 3 2 6 5 - 9 0 6 8            

ＦＡＸ  0 3 - 3 2 6 5 - 9 0 6 9            
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病院部会員 宛送付

別記５



（人）

大　　学　　名
平　成
９年度

平　成
10年度

平　成
11年度

平　成
12年度

平　成
13年度

平　成
14年度

平　成
15年度

平　成
16年度

平　成
17年度 計

北 海 道 医 療 大 学 歯 学 部 13 17 26 11 14 15 22 16 20 154

岩 手 医 科 大 学 歯 学 部 24 20 17 21 37 27 21 25 24 216

奥 羽 大 学 歯 学 部 28 26 17 20 33 18 38 26 32 238

明 海 大 学 歯 学 部 20 18 28 28 43 33 33 28 32 263

東 京 歯 科 大 学 60 70 70 58 75 59 69 76 56 593

昭 和 大 学 歯 学 部 41 46 49 34 52 29 40 40 36 367

日 本 大 学 歯 学 部 58 61 59 51 67 56 54 41 56 503

日 本 大 学 松 戸 歯 学 部 50 42 40 39 53 38 38 43 36 379

日本歯科大学生命歯学部 51 68 80 67 98 64 96 53 50 627

日本歯科大学新潟生命歯学部 21 28 23 20 44 20 29 22 15 222

神 奈 川 歯 科 大 学 13 18 32 16 35 29 30 24 30 227

鶴 見 大 学 歯 学 部 80 70 50 61 88 61 78 54 75 617

松 本 歯 科 大 学 29 32 24 24 40 55 28 18 29 279

朝 日 大 学 歯 学 部 18 29 28 18 28 28 27 22 15 213

愛 知 学 院 大 学 歯 学 部 45 44 47 32 63 60 68 55 35 449

大 阪 歯 科 大 学 98 80 96 68 136 75 83 46 60 742

福 岡 歯 科 大 学 45 47 29 36 40 34 43 36 20 330

合　　　計 694 716 715 604 946 701 797 625 621 6,419

（注１）整理の都合上、施設名を大学（歯学部）名に置き換えて表示しました。

（注２）東京歯科大学は、千葉病院、水道橋病院、市川総合病院の合計数。

歯科医師臨床研修（平成9年度～平成17年度）に関する調査 （集計結果）

　　平成９年度から平成１７年度まで、当時の歯科医師法第１６条の２の努力義務規定により臨床研修を行い、
　第１６条の３の第１項の規定により厚生労働大臣に報告した人数は次の通りです。
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別記８

事 務 連 絡 

平成２０年１月１０日 

 

日本歯科大学 

理事長・学長 中  原      泉 様 

（日本私立歯科大学協会会長） 

 

                              社団法人 日本私立歯科大学協会 

                                病院部会長 柬 理 十三雄  

 

臨床研修費等補助金（歯科医師）について 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平成１９年度臨床研修費等補助金（歯科医師）交付申請書の提出について、貴施設

宛に都道府県衛生主管部（局）歯科医師臨床研修費補助事業担当者（係）から既に通

知があったかと思いますが、基準額における「厚生労働大臣が必要と認めた額」は、

「（ ６７,０００円 ／ 月額 ）× 研修歯科医延人数 」 に決定いたしましたこと

をご報告申し上げます。 

また、「平成２０年度歯科保健医療対策関係予算 当初内示の概要（厚生労働省医

政局歯科保健課）」をお送りいたしますので、ご査収ください。 

なお、上記に関しては当協会病院部会員にも送付いたしましたことを申し添えます。 

敬 白  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社団法人 日本私立歯科大学協会 

事 務 局 

ＴＥＬ  0 3 - 3 2 6 5 - 9 0 6 8            

ＦＡＸ  0 3 - 3 2 6 5 - 9 0 6 9            

別記９

- 15 -



 

（４）私立歯科大学（学部）の財政等の現状について（平成18年版） 

平成18年度第1回経営部会（H18.6.20）で協議して､合意された項目により、各大学から資料

の提供を受け、平成18年版を作成し､平成19年度第1回経営部会（H19.6.27）の審議を経て､各

大学に一部づつ送付した。 

 

（５）広報の発行（第54号・第55号） 

協会の広報は､ 

年２回発行する（9月と3月の予定）｡ 

記事の内容は､可及的に簡略化し､頁数の縮減に努める｡ 

記載事項は､ 

① 巻頭言 

② 時事問題等についての座談会記事 

③ ｢加盟大学･学部のニュース｣として、各大学発行の広報紙から、行事、学部長･病院長 

以上の異動･叙勲･訃報､特色ある施設等の紹介 

④ ｢教育関係｣及び｢歯科関係｣情報のうち､重要なもの 

⑤ ｢新聞記事の要点｣として､項目･年月日･掲載紙名の一覧 

⑥ 協会主催会議･事業の概要 

⑦ 協会作成資料 

⑧ 人事異動消息 

⑨ その他協会広報にふさわしいもの 

とし､内容の充実に努める｡ 

以上の方針で編集し､広報委員会で審議･了承され 

｢第54号は H19.9.30｣・｢第55号は H20.3.31｣に発行 
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（６）受験生確保対策事業について 

平成１９年度第１回受験生確保対策委員会（平成19年5月25日）において、平成１８年度の本事業

の状況を分析し、協議の結果、平成１９年度受験生確保対策事業については、引き続き経費節減に努

めながら、内容を一部修正の上、前年度の事業を継続して実施していくこととした。 
事業の概要は、下記の通り。 

 
１．『私立大学１７歯学部平成２０年度入試のお知らせ』および『私立大学１７歯学部問い合わせ先

＆アクセス一覧』（次項参照）を主要な全国の高等学校（校長及び進路指導部主事宛）に送付（平

成１９年９月）。 

 

２．『私立大学１７歯学部問い合わせ先＆アクセス一覧』（１頁）を｢高２Ｍｙ Ｖision ５月号 
（平成２０年４月）｣および「医歯薬進学４月号（平成２０年３月）｣に掲載。 

 

３．インターネット・ホームページによるＰＲ 
（１）ホームページのデザイン等をリニューアル 
（２）ホームページ掲出内容 

① 協会の概要 
② 加盟大学１７歯学部の「平成２０年度入試日程一覧」（カレンダー形式） 
③ 加盟大学１７歯学部の「平成２０年度入試要項」 
④ Ｑ＆Ａコーナー（私立歯科大学の特長等についての一問一答） 
⑤ 私立大学１７歯学部平成１９年度入試結果 

（３）各大学ホームページから本協会ホームページへのリンク設定を依頼（双方向性の実現） 
（４）ホームページアドレス（ＵＲＬ） 

http://www.shikadaikyo.or.jp/  
http://www.shikadaigakujukenjouhou.jp/ 

 
４．受験生確保対策事業費について 
（１）平成１９年度予算額：  4,000,000 円 

（２）調査研究事業積立預金：  9,954,989 円（平成19年3月31日現在） 

 
５．「全国医歯薬科大学受験相談会」を後援 
 
６．新規事業として、本協会主催の「大学ガイダンス」の開催が提案され、今後検討していくことと

した。 
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① 協会設立３０周年記念祝賀会

（７）協会設立３０周年記念事業について
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② 協会設立３０周年記念誌
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